
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

○
　

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

 
 

○
　

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課 

目
　

　

　

次

担

当

課

（

室

）

○
　

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

 
 

定

 
 

 
 

【

規
　

　

　

則

】

【

公
　

　

　

告

】

 
 

 

○
　

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

○
　

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

届

耕

地

課

 
 

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

 
 

 

個

人

番

号

等

の

利

用

及

び

特

定

個

人

情

報

の

提

供

の

完

了

 
 

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

施

行

○
　

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

 
 

 
 

期

日

を

定

め

る

規

則

完

了

 
 

 

○
　

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

施

行

循

環

型

社

会

推

進

課

【

企
　

業
　

局

】

 
 

 

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○
　

岡

山

県

工

業

用

水

道

事

業

供

給

規

程

の

一

部

を

総

務

企

画

課

 
 

 

○
　

岡

山

県

営

食

肉

地

方

卸

売

市

場

管

理

規

則

の

一

畜

産

課

改

正

す

る

規

程

 
 

 
 

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

 

○
　

都

市

計

画

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

建

築

指

導

課

【

議
　

　

　

会

】

 
 

 

則

○
　

岡

山

県

議

会

の

保

有

す

る

個

人

情

報

の

保

護

に

総

務

課

 
 

 
 

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

関

す

る

条

例

施

行

規

程

の

一

部

改

正

 

 
 

 
 

【

告
　

　

　

示

】

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

 

○
　

児

童

福

祉

施

設

等

へ

の

入

所

の

措

置

等

に

要

す

子

ど

も

家

庭

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

 
 

 

る

費

用

の

う

ち

本

人

及

び

そ

の

扶

養

義

務

者

が

負

○
　

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

 
 

 

担

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

費

用

の

基

準

の

一

部

改

○
　

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

 
 

 
 

正

○
　

政

治

団

体

の

解

散

〃

 
 

 
 

（

県

例

規

集

登

載

）

○
　

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

 

 
 

 

○
　

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

環

境

管

理

課

○
　

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

 
 

 
 

出

区

域

の

指

定

○
　

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

の

訂

正

〃

○
　

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

○
　

〃

〃

 

岡

山

県

公

報

　令和８年２月２７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７８１号　



　令和８年２月２７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７８１号　

担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

目
　

　

　

次

 
 

○
　

〃

〃

 

○
　

〃

〃

 



 

◎
岡
山
県
規
則
第
二
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日

 

を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

　
　
　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
等
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年

 

岡
山
県
条
例
第
百
八
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
三
月
二
日
と
す
る
。

 

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
規
則
第
三
号

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

 
め
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

　

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に

「
事
項
（
」
を
「
事
項
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ

、

 

る
種
類
及
び
」
に

「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

、

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
号 

 

岡
山
県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

岡
山
県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岡
山
県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場
管
理
規
則
□
令
和
二
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
四
十
九
条
第
三
項
中
□
前
二
項
□
を
□
第
一
項
及
び
第
二
項
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
□
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

３ 

知
事
は
□
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促

進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
□
第
三
十
六
条
各

号
に
掲
げ
る
措
置
の
内
容
を
第
一
項
に
規
定
す
る
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
規
則
第
五
号

 

都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 

　
　
　

都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　

 

す
る
。

「

」

「
。

」

、「

」

「
、

　

第
三
条
第
一
項
第
十
号
中

い
う

の
下
に

次
号
に
お
い
て
同
じ

を

氏
名

の
下
に

性
別
、
生
年
月
日
」
を
加
え
、
同
項
第
十
一
号
中
「
限
る

」
の
下
に
「
及
び
そ
の
役
員
（
暴
力
団

。
）

員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
九
条
第
二
十
一

号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

）
の
住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
個
人
番
号
カ

。

ー
ド
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所
を
証
す
る

書
類

を
加
え

同
項
第
十
二
号
中

暴
力
団
員
に
よ
る
不
等
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

平

」

、

「
（

（

 

成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
九
条
第
二
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う

」
を
削
る
。

。
）

 

　
　
　

附　

則　
　
　
　
　
　
　

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
係
る
図
書
に
関
す
る
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
前
に
行
わ
れ
た
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

。

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
発
行
為
の
許
可
の
申
請

に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
許
可
が
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
施
行
日
以
後
、
速
や
か

に
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
規
定
す
る
図
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
九
号

　

児
童
福
祉
施
設
等
へ
の
入
所
の
措
置
等
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
本
人
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
が
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
の
基
準
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

第
項

第
項
及
び
第

項
及
び
第

項
か
ら
第

項
ま

　

別
表
第
一
の
備
考
６

中
「

1
2

1
4

1
5

」
を
「

1
2

1
5

(3)

，
，

 
で

第
条
の
５
の

第
条
の
５
の

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
７
中
「

2
1

2
8

」
を
「

2
1

2
9

」
に
改
め
る
。

第
項

第
項
及
び
第

項
及
び
第

項
か
ら
第

項
ま

　

別
表
第
二
の
備
考
４

中
「

1
2

1
4

1
5

」
を
「

1
2

1
5

(3)
，

，

 
で

」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
区
域
□
以
下
□
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
□
と
い
う
□
□
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

な
お
□
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
□
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
□
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 
 
 

備
前
市
鶴
海
字
首
乢
坂
田
四
三
四
二
番
一
の
一
部 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
以
下
□
規
則
□
と
い
う
□
□

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 
 
 

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
□
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
□
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
□
砒
素
及
び
そ
の
化

合
物
並
び
に
ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
□
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
□
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ

の
化
合
物 

四 

備
考 

 
 

１ 

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
□
省
略
し
□
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
□
て
こ
れ
に
代
え
る
□ 

 
 

２ 

一
に
掲
げ
る
区
域
は
□
令
和
八
年
二
月
十
六
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ
□
て

表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
□ 

ひ  

ひ  

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
一
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

久
米
南
町
社
会
福
祉
協
議
会
訪
問
介
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

２ 

所
在
地 

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
五
一
五―

一 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人
久
米
南
町
社
会
福
祉
協
議
会 

２ 

所
在
地 

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
五
一
五
番
地
一 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
八
年
二
月
十
八
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
八
〇
〇
二
六
一 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
二
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

備
前
市
訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

２ 

所
在
地 

備
前
市
伊
部
二
二
三
一―
一 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

備
前
市 

２ 

所
在
地 

備
前
市
東
片
上
一
二
六 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
八
年
二
月
十
八
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
六
一
一
九
〇
〇
〇
六 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
看
護 

 
 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
三
号 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

地
区
名 

工 
 

種 

西
七
区
支
線
78
号 

水
利
施
設
等
保
全
高
度
化
事
業
□
農
業
用
用
排
水
施
設
□ 

西
七
区
支
線
80
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
七
区
支
線
96
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
七
区
支
線
117
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
七
区
支
線
57
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

認
可
年
月
日 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
四
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
□
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
□
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
□
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
□
た
も
の
と
認
め
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

加
入
区
の
名
称 

岡
山
加
入
区 

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



□
七
八
□
土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

高
崎
土
地
改
良
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

退
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

退
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住 
 

 

所  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

  

能
瀬 

一
志 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
市
南
区
西
高
崎
九
二 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

理 

事 
 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



□
七
九
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
七
ノ
割
四
八
六
番
□
四
八
七
番
□
四
八
八
番
五
□
四
八
九
番
六
□
四
八
九

番
九
□
四
八
九
番
一
〇
□
四
九
〇
番
□
四
九
一
番
□
四
九
二
番
四
□
四
八
六
番
地
先
水
路
□
四
九
一

番
地
先
水
路 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
四
五
〇
番
地
の
三 

ケ
イ
・
エ
イ
チ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

木
下 

哲
男 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
六
号 

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



□
八
〇
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
七
ノ
割
四
八
六
番
□
四
八
七
番
□
四
八
八
番
五
□
四
八
九
番
六
□
四
八
九

番
九
□
四
八
九
番
一
〇
□
四
九
〇
番
□
四
九
一
番
□
四
九
二
番
四
□
四
八
六
番
地
先
水
路
□
四
九
一

番
地
先
水
路 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
□
水
路
□
公
園
□
広
場
□
下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
四
五
〇
番
地
の
三 

ケ
イ
・
エ
イ
チ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

木
下 

哲
男 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
六
号 

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

 

岡
山
県
工
業
用
水
道
事
業
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者 

 

片 
 

山 
 

誠 
 

一 
 

 
 

 
 

 
岡
山
県
工
業
用
水
道
事
業
供
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

岡
山
県
工
業
用
水
道
事
業
供
給
規
程
□
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号
□
の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

第
十
条
第
三
項
中
□
に
立
ち
会
わ
す
□
を
□
の
確
認
を
さ
せ
る
□
に
改
め
る
□ 

附 

則 

こ
の
規
程
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 
 

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



◎
岡
山
県
議
会
告
示
第
一
号 

 

岡
山
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
□
令
和
五
年
岡
山
県
議
会
告

示
第
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
議
会
議
長 

 

遠 
 

藤 
 

康 
 

洋 
 

 
 

第
三
条
第
五
号
中
□
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
□
を
□
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
□
に
改

め
る
□ 

 
 
 
 
 
 

附 

則 

こ
の
告
示
は
□
令
和
八
年
六
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
九
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

 
　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 

一　

政
党
の
支
部

 

　
　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

 
 

 
 

 
 

 

　

公
職
の
種
類

一
以
上
の
市
町
村
等

 
 

 
 

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

会
計
責
任
者
の
氏
名

　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

　

届
出
年
月
日

　

（
第
一
号
）

 
 

 
 

 
 

 
 

て
設
け
ら
れ
る
支
部

 
 

 
 

 
 

 

中
道
改
革
連
合
岡
山
県
第
１
区
総
支
部

原　

田　

謙　

介

原　

田　

謙　

介

岡
山
市
北
区
奉
還
町
三

一
五

衆
議
院
議
員

○

令
和
八　

・　

一
・
二
一

―

 
 

 
 

 
 

 

―
八　

奉
還
町
第
一
ビ
ル
一
Ｆ

 
 

 
 

 
 

 

中
道
改
革
連
合
岡
山
県
第
２
区
総
支
部

津　

村　

啓　

介

北　

井　

裕　

美

岡
山
市
中
区
円
山
一
〇
七

〃

〃

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

 

中
道
改
革
連
合
岡
山
県
第
４
区
総
支
部

柚　

木　

道　

義

長　

家　

啓　

太

倉
敷
市
美
和
二

一
六

二
〇

〃

〃

〃　
　
　
　
　

一
・
二
二

―

―

一
〇
二

―

 

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 

　
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

会
計
責
任
者
の
氏
名 

　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

届
出
年
月
日

 
 

 
 

 

佐
藤
清
美
後
援
会

中　

務　

一　

郎

中　

山　
　
　

稔

浅
口
市
金
光
町
占
見
三
八

令
和
八　

・　

一
・　

七

 
 

 
 

 

杉
本
は
る
ひ
こ
後
援
会

杉　

本　

晴　

彦

新　

田　

嘉　

久

和
気
郡
和
気
町
田
原
上
八
四
一

〃　
　
　
　
　

一
・　

六

 
 

 
 

 

西
村
み
に
い
後
援
会

西　

村　

未
仁
衣

西　

村　

実　

奈

玉
野
市
宇
野
七

一
六

一
二

〃　
　
　
　
　

一
・
一
九

―

―

 
 

 
 

 

野
村
と
も
ひ
さ
後
援
会

野　

村　

知　

久

野　

村　

光　

子

勝
田
郡
勝
央
町
豊
久
田
四
〇
六

一

〃　
　
　
　
　

一
・
一
五

―

 
 

 
 

 

は
じ
め
よ
う
、
つ
や
ま
と

志　

水　

亮　

介

神　

崎　

大　

輔

津
山
市
南
新
座
三
一

〃　
　
　
　
　

一
・
二
二

 
 

 
 

 

原
ひ
ろ
し
を
応
援
す
る
会

原　
　
　

紘　

志

原　
　
　

麻　

代

岡
山
市
南
区
浦
安
南
町
九
一

六

〃　
　
　
　
　

一
・
一
九

―

 
 

 
 

 

三
宅
さ
ゆ
み
研
究
会

樫　

崎　

沙
侑
美

樫　

崎　
　
　

渓

岡
山
市
中
区
円
山
一
一
八　

サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
ル
二
〇
二

〃　
　
　
　
　

一
・
二
〇

山
下
み
つ
る
後
援
会

山　

下　
　
　

満

山　

下　
　
　

満

和
気
郡
和
気
町
矢
田
五
五
二

三

〃　
　
　
　
　

一
・　

七

―

 

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 

一　

政
党
の
支
部

 
 

 
 

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

異
動
事
項

　
　
　

新

　
　
　

旧

　

異
動
年
月
日

 
 

 
 

 
 

自
由
民
主
党
岡
山
県
支
部
連

古　

谷　

和　

之

代
表
者
の
氏
名

古　

谷　

和　

之

岸　

本　

周　

二

令
和
八　

・　

一
・
一
二

 
 

 
 

 
 

合
会
福
祉
問
題
研
究
会
支
部

 
 

 
 

 
 

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

岸　

本　

典　

子

岸　

本　

真　

美

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
１
区

高　

原　

俊　

彦

代
表
者
の
氏
名

高　

原　

俊　

彦

原　

田　

謙　

介

〃　
　
　
　
　

一
・
二
〇

 
 

 
 

 
 

総
支
部

 
 

 
 

 
 

〃

〃

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体

 
 

 
 

 
 

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
２
区

鈴　

木　

一　

史

代
表
者
の
氏
名

鈴　

木　

一　

史

津　

村　

啓　

介

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

総
支
部

 
 

 
 

 
 

〃

〃

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体

 
 

 
 

 
 

立
憲
民
主
党
岡
山
県
第
４
区

鳥　

井　

良　

輔

代
表
者
の
氏
名

鳥　

井　

良　

輔

柚　

木　

道　

義

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

総
支
部

 
 

 
 

 
 

〃

〃

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体

 

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 
 

 
 

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

異
動
事
項

　
　
　

新

　
　
　

旧

　

異
動
年
月
日

 
 

 
 

 
 

太
田
正
孝
後
援
会

柳　

井　
　
　

睦

会
計
責
任
者
の
氏
名

太　

田　

容　

子

太　

田　

睦　

美

令
和
七　

・　

八
・　

四

 
 

 
 

 
 

お
か
や
ま
市
民
党

羽　

場　

頼
三
郎

〃

米　

橋　

清　

治

羽　

場　

節　

子

〃　
　
　
　

一
二
・
二
七

 
 

 
 

 
 

岡
山
市
民
連
合

羽　

場　

頼
三
郎

〃

米　

橋　

清　

治

羽　

場　

節　

子

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

子
ど
も
達
の
未
来
を
守
る
市

真　

田　

意　

索

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
藤
戸
町
天
城
一
九

倉
敷
市
児
島
下
の
町
二

七

二
八

〃　
　
　
　

一
〇
・　

一

―

―

 
 

 
 

 
 

民
の
会

 
 

 
 

 
 

住
民
こ
そ
主
人
公
・
県
民
の

中　

島　

純　

男

会
計
責
任
者
の
氏
名

花　

田　

雅　

行

平　

井　

昭　

夫

〃　
　
　
　

一
二
・
一
七

 
 

 
 

 
 

会

 
 

 
 

 
 

は
ば
た
く
会
（
羽
場
頼
三
郎

横　

山　

良　

樹

〃

米　

橋　

清　

治

羽　

場　

節　

子

〃　
　
　
　

一
二
・
二
七

 
 

 
 

 
 

後
援
会
）

 
 

 
 

 
 

山
本
な
る
後
援
会

山　

本　
　
　

博

代
表
者
の
氏
名

山　

本　
　
　

博

大　

取　

道　

雄

令
和
八　

・　

一
・
一
四

和
田
い
さ
お
後
援
会

和　

田　
　
　

功

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
土
居
二
六
四
四

一

美
作
市
土
居
二
六
四
二

六

〃　
　
　
　
　

一
・　

五

―

―

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
一
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　

 

一　

政
党
の
支
部

 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

代
表
者
の
氏
名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

解
散
年
月
日

 

　

立
憲
民
主
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙
区
第
１
総
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

國　

友　

彩　

葉 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 

令
和
七　

・
一
二
・
一
一

 

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

 
 

 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
Ｇ
Ｏ
ア
ク
シ
ョ
ン
協
議
会

佐
々
木　

弓　

子

令
和
七　

・　

三
・
三
一

 
 

 

岡
山
県
石
材
業
政
治
連
盟

河　

田　

恭　

志

〃　
　
　
　

一
二
・
三
一

 
 

 

か
と
う
泰
久
後
援
会

大　

内　

祥　

史

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

「
持
続
可
能
な
美
作
を
」
田
村
秀
昭
と
創
る
会

田　

村　

秀　

昭

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

市
民
共
創
の
会

中　

原　
　
　

徹

〃　
　
　
　
　

八
・　

五

 
 

 

す
わ
順
子
後
援
会

諏　

訪　

順　

子

〃　
　
　
　

一
二
・
三
一

 
 

 

攻
め
の
市
政
を
つ
く
る
会

山　

﨑　

素　

司

令
和
八　

・　

一
・
一
五

 
 

 

玉
野
市
民
の
名
誉
を
護
る
会

舩　

石　

武　

彦

令
和
七　

・
一
二
・
三
〇

 
 

 

林
い
く
お
後
援
会

北　

本　

勲　

司

〃　
　
　
　

一
二
・
二
五

 
 

 

平
原
順
二
後
援
会

藤　

澤　

美　

芳

〃　
　
　
　
　

八
・
一
三

 
 

 

Ｆ
ｏ
ｒ　

ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ　

ｉ
ｎ　

ｔ
ｈ
ｅ　

ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ　

Ａ
ｃ
ｔ

加　

藤　

大　

悟

〃　
　
　
　

一
〇
・　

二

 
 

 

藤
原
浩
司
後
援
会

佐　

藤　

弘　

昭

〃　
　
　
　

一
二
・
一
〇

や
な
ぎ
は
ら
英
子
後
援
会

三　

宅　

富
美
子

〃　
　
　
　

一
二
・
二
七

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
二
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

 
 

 
 

 
 

　

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

　

公
職
の
種
類

　

資
金
管
理
団
体
の
名
称

　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

 
 

 
 

 
 

　

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

 
 

 
 

 

野　

村　

知　

久

勝
央
町
議
会
議
員

野
村
と
も
ひ
さ
後
援
会

勝
田
郡
勝
央
町
豊
久
田
四
〇
六

一

令
和
八　

・　

一
・
一
四

―

山　

下　
　
　

満

和
気
町
議
会
議
員

山
下
み
つ
る
後
援
会

和
気
郡
和
気
町
矢
田
五
五
二

三

〃　
　
　
　
　

一
・　

七

―

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
三
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 
 

 
 

 
 

 

　

資
金
管
理
団
体
の
届 

　

資
金
管
理
団
体
の
名
称

　

異
動
事
項

　
　
　

新

　
　
　

旧

　

異
動
年
月
日

 
 
 

 
 

 
 

 

　

出
を
し
た
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 

佐
々
木　

雄　

司

佐
々
木
ゆ
う
じ
後
援
会

公
職
の
種
類

赤
磐
市
議
会
議
員

衆
議
院
議
員

令
和
六　

・
一
一
・
一
八

 
 

七

二
八

令
和
七　

・
一
〇
・　

一

 
 

 
 

 

真　

田　

意　

索

子
ど
も
達
の
未
来
を
守
る

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
藤
戸
町
天
城
一
九

倉
敷
市
児
島
下
の
町
二
―

―

 
 

 
 

 
 

 
市
民
の
会

 
 

 

一

美
作
市
土
居
二
六
四
二

六

令
和
八　

・　

一
・　

五

 
 

 
 

和　

田　
　
　

功

和
田
い
さ
お
後
援
会

〃

美
作
市
土
居
二
六
四
四
―

―

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に
つ
い
て
、
三
菱
自
工
労
組
政
治
活
動
委
員
会
水
島
支
部
か
ら
訂
正
の
申
出
が

 
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
政
治
団
体
の
代
表
者
等
の
異
動
（
令
和
七
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

　

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
中
三
菱
自
工
労
組
政
治
活
動
委
員
会
水
島
支
部
の
う
ち
「
中　

野　

浩　

司
」
を
「
中　

野　

幸　

司
」
に
改
め
る
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に
つ
い
て
、
山
口
ひ
ろ
た
か
後
援
会
か
ら
訂
正
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

 
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
政
治
団
体
の
代
表
者
等
の
異
動
（
令
和
七
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

　

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
中
山
口
ひ
ろ
た
か
後
援
会
の
う
ち
「
中　

野　

浩　

司
」
を
「
中　

野　

幸　

司
」
に
改
め
る
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に
つ
い
て
、
秋
山
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会
か
ら
訂
正
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

 
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
政
治
団
体
の
代
表
者
等
の
異
動
（
令
和
七
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

　

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
中
秋
山
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会
の
う
ち
「
中　

野　

浩　

司
」
を
「
中　

野　

幸　

司
」
に
改
め
る
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に
つ
い
て
、
大
橋
け
ん
後
援
会
か
ら
訂
正
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七

 
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
政
治
団
体
の
代
表
者
等
の
異
動
（
令
和
七
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

　

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
中
大
橋
け
ん
後
援
会
の
う
ち
「
中　

野　

浩　

司
」
を
「
中　

野　

幸　

司
」
に
改
め
る
。

令和８年２月２７日　岡山県公報　第１２７８１号


